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地方独立行政法人北九州市立病院機構 令和７年度計画 

 

 
第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

１ 政策医療の着実な実施 

(1) 感染症医療 

ア 医療センターにおいて、市内で唯一の「第二種感染症指定医療機関」として、二類感染

症患者に適切な医療を提供する。 

【令和７年度の取組み】 
○感染症患者の長期入院等に備えた体制の整備 
○感染症に対応できる職員の育成 
○関係機関との連携による対策等の実施 
○市における政策医療のあり方の検討への参画 
 

   
イ 新型コロナウイルス感染症、新型インフルエンザ等の新興感染症及び再興感染症の受け

入れに関しては、医療センター及び八幡病院において、北九州市と連携して中核的な役割

を担う。 

【令和７年度の取組み】 
○新興感染症及び再興感染症拡大時の体制整備と適切な対応 

○院内感染予防対策の徹底 
 
(2) 周産期医療 

医療センターにおいて、「周産期母子医療センター」として、高度で専門的な医療を提供する。 

【令和７年度の取組み】 
○周産期医療の提供体制の適正化に向けた検討  
○市における政策医療のあり方の検討への参画 
○無痛分娩体制の整備 

 

(3) 小児救急を含む救急医療 

八幡病院において、「救命救急センター」、「小児救急センター」としての役割を果たす。 

【令和７年度の取組み】 

 ○市における政策医療のあり方の検討への参画 

 ・市立病院あり方検討会において市内救急医療体制について検討 

＜施設・設備の整備等＞ 

○救急外来施設の充実等 

○小児科外来の充実   

・小児の外傷について第２夜間・休日急患センターとの連携 

○高度治療室（ＨＣＵ）・無菌室等の活用 
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＜院内体制の充実・強化＞ 

○救急科及び関連診療科の医師確保  

・内科系常勤医の確保 

○人材育成を通じた救急受入れ体制の強化   

 

○救急医療に関する専門人材の雇用   

・救急救命士の採用  

○救急車応需率の向上 

   ・近隣病院との救急受入連携・情報共有の検討 

 

(4) 災害時における医療 

ア  八幡病院において、北九州市地域防災計画や北九州市医師会医療救護計画に基づき、市

及び北九州市医師会の指示の下、施設面や設備面の機能を活かし、市内の「災害拠点病

院」の統括病院としての役割を果たす。 

【令和７年度の取組み】 
○災害医療研修センターにおける人材育成 
○屋上ヘリポートの活用（広域からの患者受入れ） 
○災害時の迅速かつ十分な薬品供給体制の運用 
○ＤＭＯＣ訓練の継続的な実施 

 
イ 医療センター、八幡病院において、「災害拠点病院」としての役割を果たす。 

【令和７年度の取組み】 
○災害時の適切な対応 

 
ウ  災害時における医療提供については、病院自体が被災することも想定して対応策を準備

する。 

【令和７年度の取組み】 
＜医療センター＞ 
○国の基準に基づく非常用電源や備蓄資材の整備 
○業務継続計画（ＢＣＰ）の適切な運用 
＜八幡病院＞ 
○国の基準に基づく非常用電源や備蓄資材の確保 
○業務継続計画（ＢＣＰ）の適切な運用 
＜機構本部・看護学校＞ 
○業務継続計画（ＢＣＰ）の適切な運用  
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２ 医療センター及び八幡病院の特色を活かした医療の充実  

(1) 医療センター 

ア  がん医療について、地域がん診療連携拠点病院として、集学的治療及び標準的治療等の

提供体制の充実を図るとともに、がん患者の身体的苦痛や精神心理的苦痛、社会的な問題

等に対応できる体制を整備し、高度で専門的な医療を提供する。 

【令和７年度の取組み】 

○がんゲノム中核拠点病院との連携強化 

○がんゲノム医療連携病院としてのがん医療の充実 

○手術支援ロボット（２台体制）の活用拡大 

○先進的ながん治療の導入（PRRT 等） 

 

イ 全人的な対応が求められるがん診療について、関連部署を統括するがんセンターの機能

の強化を図り、がん患者や家族の支援機能を充実させる。 

【令和７年度の取組み】 

○がん看護外来の充実 

○緩和ケアセンターの充実 

○アドバンスケアプランニングの推進 

○薬剤師外来の充実 

○医師・看護師等によるチーム医療の充実 

○がん相談支援センターの充実 

○就労支援の強化 

○がんゲノムセンターの外来体制整備 

○遺伝カウンセリング外来の周知、利用数増加 

 

ウ がん医療に関する地域医療機関との連携の強化に努める。 

【令和７年度の取組み】 

○医療従事者の資質向上に向けた情報提供等 

○がん医療における「連携ネット北九州」の活用促進 

○地域医療連携システム「メディマップ」の院内利用促進 

○福岡県がん地域連携クリティカルパスの使用拡大と普及促進 

〇地域緩和ケア連携カンファレンスの開催 

 

エ その他地域の医療状況を踏まえ、市立病院として必要とされる医療を提供する。 

【令和７年度の取組み】 

○救急医療体制の充実と受入拡大 

○生活習慣病・肥満症に対応するための体制強化 

○膠原病や甲状腺疾患に関する医療の拡充 

○脊椎内視鏡手術等の脊椎手術の実施 

 

オ 診療科や病床数については、地域医療構想や地域における同病院の果たすべき役割・機

能を踏まえた上で、経営状況等も勘案しつつ持続可能で安定した医療を適切に提供するた
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め、適正化に向けて見直しを含めた検討を行う。 

【令和７年度の取組み】 

    ○新型コロナ後の患者数等を踏まえた抜本的な病床数の適正化の検討 

 

(2) 八幡病院 

ア  小児医療について、「小児救急・小児総合医療センター」を中心に、診療機能の充実を

図る。 

【令和７年度の取組み】 

＜施設・設備の整備等＞ 

○専門性の高い小児科医の確保 

○高度治療室（ＨＣＵ）・無菌室等の活用【再掲】 

○救急・集中治療等に係る専門医療の充実 

○在宅医療の支援 

＜院内体制の充実・強化＞ 

○小児科専門医の人材育成を通じた診療機能の強化 

 

イ 小児医療に関する障害者や家族に対する医療面での支援の充実に取り組む。 

【令和７年度の取組み】 

○小児慢性特定疾病児童等レスパイト支援事業への参加 

 

ウ その他地域の医療状況を踏まえ、市立病院として必要とされる医療を提供する。 

【令和７年度の取組み】 

○消化器・肝臓病センターの積極的な活用 

○ハイブリッド手術室の活用 

・外傷急性期外科医療の提供 

○心臓血管外科開設に向けた体制整備 

 ・麻酔科医、集中治療医、手術室看護師、臨床工学技士等の確保 

○外傷・形態修復・治療センターの積極的な活用 

 

エ 診療科や病床数については、地域医療構想や地域における同病院の果たすべき役割・機

能を踏まえた上で、経営状況等も勘案しつつ持続可能で安定した医療を適切に提供するた

め、適正化に向けて見直しを含めた検討を行う。 

【令和７年度の取組み】 

    ○新型コロナ後の患者数等を踏まえた抜本的な病床数の適正化の検討 
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３ 医療の質の確保 

(1) 人材の確保・育成 

 ア 医療従事者の養成機関との連携を図りながら、柔軟で多様な職員採用により、医師をは

じめとする優秀な医療スタッフの確保に努めるとともに、医療スタッフが長く働き続ける

ことができる職場環境の整備に努める。 

【令和７年度の取組み】 
＜全職種＞ 
○リクルート活動の強化 
＜医師＞ 
○医師の負担軽減 
・医師事務作業補助者の増員及び定着に向けた制度運用 

○女性医師の就業環境の整備に向けた取組み 
○医師紹介会社を通じた採用の推進 
＜看護師＞ 
○看護業務に専念できる環境の整備 
・看護補助者の確保に向けた求人広報等の強化 
・事務作業サポート職の効果的な配置 

○資格取得支援のあり方の検討 
・認定看護師（B 課程）及び特定行為研修への派遣・受講の推進 

○専門性が発揮できる勤務体制の構築 
・認定看護師の専従配置 

○働き方に柔軟に対応できる体制の確立  
・勤務シフトの検討 

＜医療技術職＞ 
○経験者を含めた多様な職種の人材確保 

○学会発表等の参加機会の確保 

○資格取得の奨励・支援 

○人材育成プログラムを活用した研修等の実施 

＜事務職員＞ 

○プロパー化の推進 

○リクルート体制・事業の強化 

○医療マネジメントができる事務職員の育成 

○院内教育の推進 

   ○事務職員の総合力の強化 

・育成等の基本方針に基づく異動等の実施 

○医師事務作業補助者の管理・教育体制の強化 

○人材育成プログラムを活用した研修等の実施 

 
イ 特に、医師の確保にあたっては、大学医局との連携強化、臨床研修の充実に努める。 

【令和７年度の取組み】 
○関係大学との連携強化の仕組みづくり 
○臨床研修プロラグムや専門研修プログラムの充実 
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ウ 医療スタッフの専門性や医療技術向上のため、各専門分野における医療スタッフの資格

取得を評価するとともに、資格取得を支援する制度の充実に努める。また、先進的な事例

や取組みを習得できる教育研修制度を充実させる。 

【令和７年度の取組み】 
○医師を含む医療スタッフの資格取得に係る支援の実施 
○職員の役職や習熟度に応じた研修の実施 
＜医療センター＞ 
・習熟レベルに応じた研修プログラムの実施 
・看護師に対する教育担当者の配置 
・研修体系の一元管理の整備 
・がん看護に特化した専門看護師の活動支援・今後の育成検討 
・特定行為研修を修了した認定看護師の育成・活動支援 
・職員の技術向上と緊急時にも対応可能な技術習得 
（院内認定制度 IVマイスター受講促進） 

＜八幡病院＞ 
・習熟レベルに応じた研修プログラムの実施 

・看護師に対する教育担当者の配置 

・研修体系の一元管理の整備 

・特定行為研修を修了した看護師の育成・活動支援 

・認知症看護、感染管理の認定看護師資格の取得者の増員に向けた取組み 

・職員の技術向上と緊急時にも対応可能な技術習得 

 
エ 若手医師を確保するため、大学等関係機関とのより一層の連携を図るとともに、教育研

修や指導医を充実させる等、環境整備について取り組む。 

【令和７年度の取組み】 

   ○病院の将来を担う医師の育成 

・初期研修医枠の拡大に向けた取組み 

○臨床研修プログラムや専門研修プログラムの充実【再掲】 

 

＜関連指標＞ 医師確保の状況                         

項 目 
医療センター 八幡病院 

正規職員 嘱託医・レジデント 合計 正規職員 嘱託医・レジデント 合計 

H31.4.1 １１２人 ２８人 １４０人 ７２人 １２人 ８４人 

R 2.5.1 １２５人 ２９人 １５４人 ６３人 １７人 ８０人 

R 3.5.1 １２３人 ３１人 １５４人 ６６人 ２３人 ８９人 

R 4.5.1 １２１人 ３２人 １５３人 ６９人 ２５人 ９４人 

R 5.5.1 １２２人 ３０人 １５２人 ６８人 ２１人 ８９人 

R 6.5.1 １２２人 ３２人 １５４人 ６７人 ２２人 ８９人 

 

(2) 医師の働き方改革への対応 

医師の時間外労働の上限規制を踏まえ、両病院において作成した医師労働時間短縮計画に
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沿って、タスクシフト、タスクシェアの推進や適切な労務管理の実施等により、時間外労働

の縮減や医師の負担軽減を行うとともに、追加的健康確保措置等の実施により、働きやすい

職場環境の整備に取り組む。 

【令和７年度の取組み】 

 ○タスクシフト、タスクシェアの推進 

   ○出退勤時間の明確化や医師の自己研鑽ルールの周知徹底 

   ○医師事務作業補助者の増員 

 

 

(3) 医療の質の確保、向上 

ア 医療の多様化・複雑化に対応するため、医療スタッフが診療科や職域を越えて連携でき

る「チーム医療」の推進に取り組む。 

【令和７年度の取組み】 

○チーム医療の推進 

○早期離床・リハビリテーションの実施 

○重点診療領域のセンター化に向けた協議 

○周術期薬剤管理体制の構築 

   ○リハビリテーション・栄養・口腔連携体制の構築 

 

イ 良質な医療を効率的に提供するため、クリニカルパスの活用等による医療の標準化に取

り組む。 

【令和７年度の取組み】 

○パス件数、パス適用率の向上 

○パスの積極的な活用のための仕組みづくり 

 

ウ 医療需要の変化や医療の高度化に的確に対応するため、法人の経営状況を踏まえつつ、

高度な医療機器の整備・更新等を計画的に進める。 

【令和７年度の取組み】 

＜医療センター＞ 

○手術支援ロボット（２台体制）の活用拡大【再掲】 

＜八幡病院＞ 

○ハイブリッド手術室の活用【再掲】 

○高度治療室（ＨＣＵ）・無菌室等の活用【再掲】 

 

エ その他、医療の質の確保、向上に向けて、病院機能評価等の第三者機関による評価制度

を積極的に活用するとともに、クリニカルインディケーター（臨床評価指標）等の分析・

評価の活用に取り組む。 

【令和７年度の取組み】 

○第三者機関による評価制度の活用 

○クリニカルインディケーターの活用 
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(4) 医療安全の徹底 

安全で安心な医療を提供するため、医療事故や院内感染など医療の安全を脅かす事象に関

する情報収集や分析を行い、適切な予防策を講じる。 

【令和７年度の取組み】 

○院内ラウンドや医療安全研修会等の実施 

○インシデント・アクシデントレポートの分析 

○院内迅速対応チームの活動強化 

○国内外における感染情報の収集 

○地域医療従事者への教育・研修等の実施 

○機構全体の危機管理体制の充実 

・サイバー攻撃への対応 

 

(5) 医療に関する調査・研究 

先進的かつ最適な医療の提供のために、臨床研究推進センターを中心に治験等（企業治験、

医師主導治験、特定臨床研究、倫理指針準拠臨床研究、製造販売後調査、公的調査研究等）

を適正に実施できる体制を構築・強化し、積極的に治験等の実施に取り組む。 

【令和７年度の取組み】 
○治験・臨床研究等の推進 

○治験等の推進に向けた体制整備 

・人員の適正配置、施設、設備等の充実 
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４ 市民・地域医療機関からの信頼の確保 

(1) 患者サービスの向上 

ア 患者目線での病院運営の徹底 

市民から信頼される病院を目指して、患者や家族のニーズを的確に把握するとともに、職

員が患者満足度調査等の情報を共有し、病院全体で患者満足度の向上に努める。 

【令和７年度の取組み】 
＜患者ニーズの把握＞ 

○患者満足度調査の有効活用 
＜患者サービスの改善＞ 

○接遇研修の適切な実施 
○患者に寄り添う新たな看護方式の継続 
○受付・診察・会計の待ち時間の短縮に向けた取組み 
＜新たな患者サービスの検討＞ 
○ボランティアの導入に向けた検討 
○通訳アプリ等を活用した外国人患者の受入れ 

 
イ  快適な院内環境の整備 

院内環境の改善により、院内体制の充実・強化や施設・設備の整備等により、患者や家族

の快適性や利便性の向上に取り組む。 

【令和７年度の取組み】 

＜院内体制の充実・強化＞ 

○ベッドコントロール体制等の強化 

○入退院支援機能の強化 

＜施設・設備の整備等＞ 

○中庭やファミリールームの活用 

○マイナ保険証利用の促進 

○会計後払いシステムの利用促進（医療センター） 

○外線電話ナビダイヤルの導入検討（医療センター） 

〇小児病棟での付き添い食支援の検討（八幡病院） 

 

ウ  患者や市民への情報提供 

診療内容や治療実績等の情報発信に積極的に取り組むとともに、市民の健康増進に向けた

取組みを進める。 

【令和７年度の取組み】 

○診療内容や治療実績等の情報発信 

○ホームページの見直し 

○各種ＰＲツールの整備  

○ソーシャルメディアの活用 

○市民向け健康講座等の充実 

○広報対応力の強化 
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(2) 地域医療機関等との連携 

ア  地域医療機関のニーズと役割を把握し、地域医療機関に信頼される病院を目指す。 

【令和７年度の取組み】 

○地域医療機関への積極的な訪問やヒアリングの実施 

○地域医療連携機能の強化 

○紹介・逆紹介の推進 

 

イ 地域医療支援病院として地域の医療機関との連携強化を図り、求められる役割を着実に

果たす。 

【令和７年度の取組み】 

○医療機器の共同利用等の実績の向上 

○開放病床の活用 

○かかりつけ医等に対する支援 

○「連携ネット北九州」の活用促進【再掲】 

○地域連携クリティカルパスの使用拡大と普及 

○福岡県がん地域連携クリティカルパスの使用拡大と普及促進【再掲】 

○地域連携会を中心とした情報交換体制の充実 

○消防局との連携強化 

 

ウ 市立病院が一つの病院事業体として、効率的・効果的な病院運営を行うため、医療セン

ターと八幡病院の機能分化や連携を推進する。 

【令和７年度の取組み】 

○医師を含めた多職種における人事交流の推進 

○相互の専門分野における優先的な患者の紹介 

○高度医療機器の共同利用に向けた取組み 

○診療・検査等における医療提供機能の相互支援 

○ＴＶ会議システムの活用 

○電子カルテの共通化に向けた検討 

 

(3) 地域医療における役割の推進 

ア 地域医療構想を踏まえ、各病院の果たすべき役割と機能について把握し、必要とされる

医療を提供する。 

【令和７年度の取組み】 

＜医療センター＞ 

○近隣病院との機能分化・役割分担に向けた検討 

○手術支援ロボット（２台体制）の活用拡大【再掲】 

＜八幡病院＞ 

○近隣病院との機能分化・役割分担に向けた検討 

○ハイブリッド手術室の活用【再掲】 

○高度治療室（ＨＣＵ）・無菌室等の活用【再掲】 
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イ 地域包括ケアシステムの構築に向け地域の医療機関との連携強化を図り、必要とされる

医療を提供する。 

○地域医療連携機能の強化【再掲】 

   ○紹介・逆紹介の推進【再掲】 

○救急患者の積極的な受入 

 

 

５ 新興・再興感染症の感染拡大時への備え 

医療措置協定に基づく第一種協定指定医療機関として、平時から新興・再興感染症の発生・

拡大を想定し、発生早期から患者の入院受入を円滑に行えるよう備える。 

【令和７年度の取組み】 

○検査試薬や医薬品等の十分な数量の供給体制の整備 

○感染症に対応できる専門職員の育成【再掲】 

○院内クラスター発生時の対応方針の共有 
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第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

  

１  収入増加・確保対策 

(1) 病床利用率の向上 

政策医療等に関する病床を除く一般病床については、法人全体の経常収支の黒字（以下、

「経常黒字」という。）を前提とした病床利用率の数値目標を設定し、その目標達成に向けて

各病院全体で取り組む。 
また、病床利用率の数値目標の達成に向けて、診療科毎に数値目標を設定して全てのスタッ

フで共有するなど目標管理を徹底するとともに、地域医療機関との連携強化や救急患者の積極

的な受入によって患者の確保に努めるほか、適切なベッドコントロールにより経営の効率化を

図りつつ、病床利用率の向上に取り組む。 

【令和７年度の取組み】 
＜目標管理＞ 
○病棟別・診療科毎の目標管理の徹底 
○稼動実績を踏まえた病床配置の見直し 
・病棟再編の推進 

＜マネジメント体制＞ 
○入退院支援機能の強化【再掲】 
・ベッドコントロール機能の強化 
・入院期間Ⅱ満了日を目処とした在院日数の適正化 

    ・新患・新入院増による回転率向上 

    ・ＴＭＳＣの全科介入（医療センター） 

   ＜患者確保＞ 

○救急患者の積極的な受入【再掲】 

○救急科及び救急関連診療科医師の増員（八幡病院） 

○外来診察の原則予約制の実施（医療センター） 

(2) 適切な診療報酬の確保 

複雑化する診療報酬制度に対応し、診療報酬を適切に確保するため、法人全体の医療事務

の処理能力の強化に取り組む。 
また、全職員が診療報酬制度への理解を深めるための取組みを進めるとともに、査定減対

策の強化、未収金の効果的な回収策の検討など、適切な診療報酬の確保に向けて不断に取り

組む。 

【令和７年度の取組み】 
＜事務処理能力の強化＞ 
○医療事務プロパー職員の計画的な採用 
○資格取得等による事務職員の育成 
○医療事務委託業者変更による業務の見直し(八幡病院) 
＜診療報酬の確保＞ 
○算定精度の向上・査定減比率の改善に向けた取組み 
・ＡＩレセチェッカーを活用したレセプト請求精度の向上 

○施設基準等の積極的な取得 
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○医学管理料・リハビリテーション料の算定率向上 
○診療報酬制度等に関する職員説明会等の実施 
＜未収金対策＞ 
○効果的な未収金回収策の検討 
・新たな未収金回収策の検討 

○医療費徴収率の向上に向けた取組み 
 
２ 経費節減・抑制対策 

(1) コスト節減の推進 

コスト節減に向けて、地方独立行政法人制度の特長を活かした柔軟で多様な契約制度の更

なる推進に取り組むとともに、法人全体で業務の抜本的な見直しに取り組む。 

【令和７年度の取組み】 
○組織体制の強化 
・調達部門への専任職員の配置（八幡病院） 

○柔軟で多様な契約制度の導入 
・業務委託等の複数年契約の推進 

○業務委託等の契約内容の見直し 
・医療機器等の保守契約の見直し 

○医薬品や診療材料調達価格の削減 
・医薬品や診療材料調達に係る価格交渉の徹底 
・共同購入等による調達価格の削減 
・医療機器調達に係る価格交渉の徹底 

   ○コーポレートカードの活用拡大 
○後発医薬品採用率の向上 
○その他コスト削減策の検討 
・コスト削減に向けたアイデア募集・情報共有 
・消耗品の統一化 

 
(2) 医療機器等の有効活用及び計画的な整備 

医療機器等については、費用対効果等を勘案して稼働率の向上に努めるとともに、高額な

機器設備や情報システム等の新規導入や更新にあたっては、法人全体で効率的かつ計画的に

取り組む。 

【令和７年度の取組み】 

○医療機器等の稼働状況の把握 

○医療機器等の計画的かつ効率的な運用 

・臨床工学課を中心とした医療機器の適正管理 

・稼働状況等の可視化システムの活用 

○医療機器等購入計画の活用 

○両病院における医療機器等の規格統一化の検討 
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３ 自立的な業務運営体制の構築 

(1) マネジメント体制の確立 

ア  病院経営を取り巻く環境の変化に迅速かつ的確に対応していくため、理事長のリーダー

シップの下、理事会を中心とした意思決定機関を適切に運用し、主体的かつ機動的な意思

決定を行う。 

【令和７年度の取組み】 
○経営本部会議の充実 
○組織目標、部門別目標の設定による目標管理の徹底 
・機構ミッション工程表の進捗管理 
・経営指標の管理・分析手法の見直し 

○法人本部・事務局組織の体制強化 
・病院経営戦略に精通した民間人材の登用 
・幹部人材の育成 

 
イ 各病院において、院長以下、全ての職員が一丸となって病院運営にあたることができる

組織風土づくりに取り組む。 

【令和７年度の取組み】 
○機構全体の基本理念・シンボルマーク等の活用 
○機構全体の広報戦略の運用 
○医師等の意識改革 
・診療科や課単位の部門別目標の設定 
・診療科別ヒアリング等の実施 

○病院職員全体の情報共有 
・法人全体の事業概要等の作成 

○職員と経営幹部による情報共有 
 

(2) 職員の経営意識の向上 

職員の経営感覚を高めるとともに、職員自らが業務改善に積極的に取り組めるよう、職員

の経営意識の向上に努める。 

【令和７年度の取組み】 
○病院運営や経営状況等の職員への提供 
・職員向け広報誌の製作 
・外部講師による講演会の開催 

   ○外部の研修等への参加促進 
○職員と病院幹部の交流の促進 
・職員提案制度の充実 
・アンケート・ヒアリングの実施 
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(3) 法令・行動規範の遵守等 

公立病院として、市民の信頼を確保するため、関係法令の遵守、ガバナンス強化等の観点

から、法人職員としての行動規範と倫理を確立する。 

【令和７年度の取組み】 
○法令・行動規範の遵守の取組み 
・関係内部規程の運用 
・コンプライアンスに関する職場研修の実施 

○ハラスメント防止対策の実施 
・制度の運用、職員への周知 

○診療情報の保護・セキュリティの確保 
・紙カルテの適切な管理 
・セキュリティポリシーの適切な運用 
・ＩＴガバナンス態勢整備 

○役員及び職員の不正防止対策 
・内部統制の仕組みの整備 
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４ 職場環境の充実 

働き方改革の観点から、職員が働きやすく、長く働き続けることができる職場環境づくりに

努めるとともに、職員のやりがいや満足度の向上に向けた取組みを進める。 

【令和７年度の取組み】 
○医療スタッフの負担軽減 
・医師や看護師の事務作業補助者の配置 
・病棟への薬剤師の配置拡大 
・医療行為の一部の他職種への委譲の推進（タスクシフト、タスクシェア） 
・看護師特定行為活動の拡大 
・院内認定制度 IV マイスター受講促進【再掲】 
・救急救命士の採用【再掲】 

○法人固有の人事給与制度の構築に向けた検討 
・看護師の人員配置・勤務シフトの検討・見直し 
・柔軟な勤務形態導入に向けた取組みの推進（看護職の変則２交代） 

○看護師の業務効率化 
○看護師の夜勤負担平準化 
○定年延長の検討 
○医師のインセンティブ制度見直しの検討 
・他医療職へのインセンティブ制度導入に向けた調査・研究 

○職員の役職や習熟度に応じた研修の実施【再掲】 
○事業主行動計画の推進・職員が働きやすい職場環境づくり 
・院内保育所の充実 
・時間外勤務の削減に向けた取組みの強化 
・有給休暇の取得促進に向けた取組みの強化 
・院内委員会の見直し検討 
・ワークライフバランスの確保 
・職員の健康保持 
・レクリエーションの企画・実施  

○職員満足度調査の実施 
○看護師の離職防止・定着促進 
○福利厚生制度の適切な運用 
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第３ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

１ 財務基盤の安定化 

政策医療を着実に提供しつつ、地方独立行政法人制度の特長を活かした効率的な病院運営を

行うことにより、財務基盤を安定化させる。 

【令和７年度の取組み】 

○効果的な病院運営の推進 

・月次決算等による経営情報の把握 

・部門別の目標達成状況の分析 

・経営課題、経営情報の法人全体での共有 

○目標管理による病院運営体制の確立 

・機構ミッション工程表の進捗管理【再掲】 

・部門別の目標達成状況の分析【再掲】 

○目標達成に対するインセンティブの導入 

・医師のインセンティブ制度見直しの検討【再掲】 

・他医療職へのインセンティブ制度導入に向けた調査・研究【再掲】 

○経常収支の黒字化の実現に向けた抜本的な収支改善策の検討 

○単年度実質収支の均衡 

○必要な年度末資金剰余の確保 

○外部資金の獲得 

 ・クラウドファンディングの実施 

 

２ 運営費負担金のあり方 

法人としては、可能な限り自立した経営に努めることとするが、財務基盤の安定化に向けて

医療センターと八幡病院の役割である政策医療の実施にかかる費用等については、国の基準に

基づいて市の運営費負担金が適切に交付されるよう、市の支援を求めていく。 

【令和７年度の取組み】 
○適切な運営費負担金の確保 
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第４ その他業務運営に関する重要事項を達成するためとるべき措置 

 

１ 看護専門学校の運営 

地域の看護師養成機関として、優秀な人材の育成に取り組むとともに、教育の質を確保しつ

つ、効率的な運営に努める。 

【令和７年度の取組み】 

○臨床看護及び教育の質の向上 

・講義等における市立病院との相互協力 

・市立病院看護部との人事交流 

・看護教員の確保 

・看護教育に適性の高い人材の配置・育成 

・教育環境の整備 

・学習教材の充実 

・学校内感染予防対策の徹底 

○学校ＩＣＴ化の推進 

    ・電子テキスト導入に向けた検討・準備 

○学校施設・設備及び教材の開放 

・オープンキャンパスの実施 

・学校訪問や説明会の開催等 

○卒業生の就職・進学率の向上 

・卒業生に対するフォローアップ 

○奨学金制度や授業料等の学生負担のあり方の検討 

○外部資金の獲得【再掲】 

○将来的な看護専門学校のあり方の検討 

 

２ 施設・設備の老朽化対策 

【令和７年度の取組み】 

○医療センターの老朽化対策の実施 

○医療センターの建て替えに向けた検討 

 ・市立病院あり方検討会の実施 

 ・市立病院あり方検討会の結果を踏まえた基本構想の検討 

○市における政策医療のあり方の検討への参画【再掲】 

 

３ デジタル化への対応 

医療ＤＸの推進により医療の質の向上や病院経営の効率化を図る。 

【令和７年度の取組み】 

○ＡＩやＲＰＡ等を活用した業務の効率化 

○ペーパーレス化やコスト削減に向けた検討 

○マイナ保険証利用の促進（再掲） 

○救急時医療情報閲覧機能の導入 

○電子処方箋の導入 

○国の推進する各医療ＤＸ施策の導入検討 
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○イントラ端末の更新及び適切な情報共有基盤等の検討 

 

 

４ 市政への協力 

【令和７年度の取組み】 
○北九州市との緊密な連携体制の構築 
・役員や事務等の各レベルでの連携 

○全国・福岡県内の公立病院との連携の強化 
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第５ 予算（人件費の見積もりを含む）、収支計画及び資金計画 

１ 予算（令和７年度）                        単位：（百万円） 
区 分 金 額 

収入 ３６，０１６ 

 営業収益 ３２，２４１ 

 医業収益 ２８，８０６ 

運営費負担金収益 ３，２２０ 

補助金収益 １５３ 

その他 ６２ 

営業外収益 ４８３ 

 運営費負担金収益 ５３ 

その他営業外収益 ４３０ 

臨時利益 ０ 

資本収入 ３，２９２ 

 長期借入金 １，５３３ 

短期借入金 １，７００ 
補助金等収入 ３０ 

その他資本収入 ３０ 

支出 ３６，４４８ 

 営業費用 ３１，８６７ 

 医業費用 ３０，９４９ 

 給与費 １６，０９０ 

材料費 ９，６３４ 

経費 ５，０９３ 

その他 １３２ 

 一般管理費 ７１２ 

 給与費 ３９７ 

経費 ２８５ 

その他 ３１ 

その他 ２０５ 

営業外費用 ３９８ 

臨時損失 ８ 

資本的支出 ４，１７５ 

 建設改良費 １，７１３ 

償還金 １，８３５ 

その他支出 ６２７ 

（注１）計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致していないものがある。 
（注２）期間中の診療報酬の改定、給与改定及び物価の変動は考慮していない。 

〇人件費の見積もり総額 

期間中総額１６，６３５百万円を見込む。 
なお、該当金額は、法人の役職員に係る報酬、基本給、諸手当、法定福利費及び退職手当
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の額に相当するものである。 
２ 収支計画（令和７年度）                       （単位：百万円） 

区 分 金 額 

収益の部 ３２，７５７ 

 営業収益 ３２，３００ 

 医業収益 ２８，７５９ 

運営費負担金収益 ３，２２０ 

補助金等収益 １５３ 

資産見返負債戻入 １０６ 

その他 ６２ 

営業外収益 ４５７ 

 運営費負担金収益 ５３ 

その他営業外収益 ４０４ 

臨時利益 ０ 

費用の部 ３４，２７３ 

 営業費用 ３３，８８０ 

 医業費用 ３１，５５８ 

 給与費 １６，０２１ 

材料費 ８，７５９ 

 経費 ４，６７２ 

減価償却費 １，９７８ 

その他 １２８ 

一般管理費 ７４２ 

その他 １，５８１ 

 営業外費用 ３８４ 

臨時損失 ８ 

純利益 ▲１，５１５ 

（注１）計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致していないものがある。 
（注２）期間中の診療報酬の改定、給与改定及び物価の変動は考慮していない。 
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３ 資金計画（令和７年度）                     （単位：百万円） 
区 分 金 額 

資金収入 ３８，７２１ 

 業務活動による収入 ３２，７２４ 

 診療業務による収入 ２８，８０６ 

運営費負担金による収入 ３，２７３ 

補助金等による収入 １５３ 

その他の業務活動による収入 ４９２ 

投資活動による収入 ６０ 

 運営費負担金による収入 ０ 

補助金等による収入 ３０ 

その他の投資活動による収入 ３０ 

財務活動による収入 ３，２３３ 

 長期借入金による収入 １，５３３ 

短期借入金による収入 １，７００ 

その他の財務活動による収入 ０ 

前事業年度からの繰越金 ２，７０５ 

資金支出 ３８，７２１ 

 業務活動による支出 ３２，２７３ 

 給与費支出 １６，４８７ 

材料費支出 ９，６３４ 

その他の業務活動による支出 ６，１３５ 

投資活動による支出 １，７４０ 

 有形固定資産の取得による支出 １，７１３ 

その他の投資活動による支出 ２７ 

財務活動による支出 ２，４３５ 

 長期借入金の返済による支出 １，１３４ 

移行前地方債償還債務の償還による支出 ７０１ 

その他の財務活動による支出 ６００ 

翌事業年度への繰越金 ２，２７３ 

 
 
 
第６ その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項 

 
１ 施設及び設備に関する計画 

施設及び設備内容 予定額 財 源 
病院施設、医療機器等整備 １，７１３百万円 北九州市長期借入金等 

 


